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厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長

標記については、本年4月の全国介護保険担当課長会

議資料の49ページにおいて、その考え方をお示ししてい

るところですが、介護サービス提供施設の運営を民間法

人に委託する場合においては、すべからく地方公共団体

が指定を受けることとなるのか、という疑義が生じてい

ること等から、今般、改めてその取扱いについて下記の

とおりとすることとしましたので、お知らせいたします。

記

1．「公設民営」の取扱いについて

（1）指定の申請をすべき者は、実際にその者の責任によ

り事業を行っている者であること。具体的には、利用

者との契約を行い、及び利用料や介護報酬の収入を行

う者ということとなること。

（2）したがって、例えば地方公共団体が、民間法人に対

し、

①　介護給付等対象サービスを提供するための施設（以

下「介護サービス提供施設」という。）の用に供する

土地を貸し付けているとき

②　介護サービス提供施設の用に供する建物を、普通

財産として貸与するとき（これがいかなる場合に可

能かについては、2．を参照されたいこと）

等は、指定の申請をすべき者は、当該民間法人である

こと。

（3）しかしながら、地方公共団体が介護サービス提供施

設を設置し、地方自治法第244条の2第3項の規定に基

づく公の施設の管理の委託として、当該介護サービス

提供施設の運営を民間法人に委託しているときは、一

般には当該地方公共団体の責任において事業を実施し

ているものと解されることから指定の申請をすべき者

は当該地方公共団体であること。（この場合においては、

当該地方公共団体は、人員、設備及び運営に関する基

準の遵守に関する責任を負う者として、介護サービス

提供施設の運営の委託に関する契約等に基づき、民間

法人に対し必要な指導を行う等の所要の措置を講じな

ければならない。）

（4）ただし、当該地方公共団体が、当該民間法人に対し、

地方自治法第244条の2第4項に規定する利用料金の収

受として、介護給付等対象サービス提供時の利用者負

担及び当該サービスが法定代理受領サービスである場

合の当該サービスに係る保険給付（以下「介護報酬」

という。)を当該民間法人の収入とさせている場合であ

って、当該利用者負担及び介護報酬の収入が当該民間

法人の当該事業に係る主たる収入であり、当該事業の

運営責任が当該民間法人に移っていると解されるとき

は、当該民間法人が指定の申請をするものとすること。

（5）なお、特別養護老人ホームやデイサービスセンター

の公設民営の場合においては、老人福祉法の規定に基

づく届出又は認可の申請をすべき者も、指定の申請を

すべき者と同一にするものとすること。

2．地方公共団体が国庫補助金等を受けて設置した施設

を貸与・譲渡し、又は当該施設において訪問介護、

居宅介護支援等の事業を行うことについて

（1）地方公共団体が国庫補助金又は国庫負担金(以下「国

庫補助金等」という。）を受けて整備した特別養護老人

ホーム等を社会福祉法人等へ無償で貸与又は無償で譲

渡することについては、「厚生大臣が別に定める期間を

経過するまでの間は、厚生大臣又は都道府県知事の承

認を受けないで、貸与又は譲渡前の施設以外の施設に

使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供して

はならない」旨の条件を付した上で、無償貸与又は無

償譲渡を厚生大臣又は都道府県知事が承認したときは、

この時点における国庫補助金等の返還は求めないこと

としたものであること。この取扱いの詳細については、

別紙1の1．を参照されたいこと。

（2）地方公共団体が国庫補助金等を受けて設置した特別

養護老人ホーム等の施設の一部を利用して、訪問介護

や居宅介護支援等の事業を行うことについては、施設

の設置目的としてこれらの事業が位置付けられていな

いことから、国庫補助金等を返還しなければならない
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